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１ 総則 

小金井市立小金井第一小学校校舎改築等工事落札者決定基準（以下「落札者決定基準」と

いう。）は、小金井市（以下「市」という。）が小金井市立小金井第一小学校校舎改築等工事

（以下「本工事」という。）を実施する民間事業者（以下「事業者」という。）を制限付一般競

争入札（総合評価方式）により、決定するにあたって、入札参加希望者を対象に配布する入

札告示に附帯するものである。 

落札者決定基準は、本工事の落札者を決定するにあたって、事業者の施工実績等の評価項

目に加え、地域貢献、環境等について独自の評価項目を設定し、評価するものである。 

 

２ 落札者決定の方法 

事業者の決定方法は、価格のみによる評価でなく、本工事に関する事業者の技術要素及び

入札価格を総合的に評価して落札者を決定するため、総合評価一般競争入札とする。 

 

３ 審査の枠組み 

事業者決定における審査は、４つのステップ「資格審査」、「基礎審査」、「技術要素審査」

「価格要素審査」で構成され、総合評価で落札者を決定する。 

入札の公告後から契約締結に至るまでの流れは図１に示すとおりである。 

 

【STEP１：資格審査】 

一般競争入札参加資格確認申請書に合わせて、入札希望者の実績が定められた参加資格要

件を充足しているか確認を行う。 
 

【STEP２：基礎審査】 

入札書類の確認、及び基礎審査となる提案内容が発注仕様を満たしているか確認を行う。 
 

【STEP３：技術要素審査】 

技術要素の項目に関する審査を行う。 
 

【STEP４：価格要素審査】 

入札された価格より価格評価点の算出を行う。 
 

【総合評価】 

STEP３において算出した技術要素審査の点数と STEP４の価格要素審査の点数を合わせ、総

合評価点とする。 
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図 1 契約締結までの流れ 

【STEP１：資格審査】 

【STEP２：基礎審査】 

＜質問・回答＞ 

【STEP３：技術要素審査】 

入札公告 
「２０２６．３」 

 

一般競争入札参加資格確認資料 
提出 

「２０２６．３」 

資格審査 
（一般競争入札参加資格の確認） 

基礎審査 
（入札書類等の確認） 

技術要素審査 
（落札者決定基準に基づき審査） 

入札書、技術提案書及び入札設計図書等 
提出 

「２０２６．５」 
 

【STEP４：価格要素審査】 

第
一
段
階 

基礎審査 
（発注仕様書に示された基本事項確認） 

入札者質疑・回答 
「２０２６．３・４」 

第
二
段
階 

書類に不備が 
ある場合 

資格要件を満 
たさない場合 失格 

予定価格を超過又
は失格基準価格を
下回った場合 

低入札価格調査基準 
価格を下回った場合 

低入札価格調査 
ヒアリング 

（入札価格の確認） 
「２０２６．５」 

 

入札価格が 
不適当と認めら

れた場合 
 

入札価格が適当と 
認められた場合 

 

価格要素審査 
（入札価格の確認） 

 

【落札者の決定】 
総合評価 

（技術要素審査と価格要素審査の合計得点で評価） 

落札者決定 
「２０２６．５」 

 

仮契約 「２０２６．５」 
本契約 「２０２６．６」 

 

失格 

失格 

失格 
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⑴  資格審査 

入札希望者から提出された資格審査申請書等から、入札告示の「２ 制限付一般競争入

札に参加できる単独企業又は特定建設工事共同企業体の代表者の資格要件」、「３ 競争入

札に参加できる特定建設工事共同企業体の構成員の資格要件」及び「４ 特定建設工事共

同企業体の資格要件」を満たしていることを確認し、結果を入札希望者に対し通知する。   

なお、参加資格要件を満たしていない場合は、失格とする。 

 

⑵  総合評価審査 

ア 基礎審査 

資格審査を合格した入札者から提出された書類について、発注仕様書等入札資料に示

された性能要件を満足するものであること、事業としての妥当性を有しているかの審査

を行う。以下に、基礎審査における評価の視点を示す。なお、発注仕様書等入札資料に

示す基準を満たしていない場合は失格とする。 

・提出書類等の確認 

提出書類の不足、体裁の誤り、書類間での記載の不整合など適切なものとなっているか

確認を行う。 

・契約条件の遵守 

入札公告、発注仕様書等において記載した契約条件を遵守しているか確認を行う。 

・発注仕様書に示された基本事項の確認 

入札書類と発注仕様書を対照させ、発注仕様書に記載された満たすべき水準に達して

いるか確認を行う。 

イ 技術要素審査 

技術要素審査は、評価項目内容については、４.記載の表１とし、設定した項目に該当

するか確認を行い、点数化を行う。 

ウ 価格要素審査 

価格要素審査は、入札価格が予定価格（以下本基準においては消費税及び地方消費税

抜きの金額を意味するものとする。）の範囲内にあることの確認を行い、入札価格を点数

化する。点数化の方法は、４に記載する。 

なお、入札価格が予定価格を上回った入札者及び小金井市総合評価方式実施ガイドラ

インの規定により定める失格基準を下回った入札者は失格とする。 

また、入札価格が低入札価格調査基準価格を下回った入札者のうち当該入札価格が失

格基準以上であったもの（以下「低入札価格調査対象者」という。）は、「小金井市立小

金井第一小学校校舎改築等工事施工者選定委員会」（以下「選定委員会」という。）にて

低入札価格調査ヒアリングを受け、入札価格が適当と判断されれば、総合評価に進むこ

とができるものとする。不適当と判断された場合は、失格とする。なお、低入札価格調

査対象者は、低入札価格調査ヒアリングに先立ち、事前に入札価格が適当であることを

示す根拠資料を電子メールにて送付すること。 

エ 総合評価 

総合評価は、イ 技術要素審査による評価点と、ウ 価格要素審査による評価点を加

えて総合評価点を算出し、落札者を決定する。総合評価点は、１２５点満点とする。 

なお、総合評価点が同点の場合には、技術評価点が高い者を落札者として選考し、そ

れでも順位が決定しない場合には、電子調達サービスのシステムによるくじで落札者を

決定する。  

総合評価点＝技術評価点＋価格評価点 
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４ 技術要素審査及び価格要素審査における点数化方法 

⑴  技術要素審査における評価視点及び点数 

技術要素審査の評価視点及び点数化の方法については、次のアからウとする。  

ア 技術要素審査の点数化の方法 

 技術要素審査の点数化の方法については、以下の算定方法とする。 

 技術点＝企業の技術力及び企業の社会性・信頼性の評価の合計（素点 満点３８点)×

２５÷３８ 

企業の技術力及び企業の社会性・信頼性の評価の合計（素点 満点３８点）を２５点に

圧縮して評価する。 

また、点数化にあたっては、小数点第３位を四捨五入し、小数点第２位まで算定する。 

イ 技術要素審査の評価視点及び配点 

技術要素審査の評価視点及び配点については、表１とし、評価項目詳細について、ウ 技

術要素審査の評価項目とする。 

評価対象企業及び実績については、単体企業又は、建設共同企業体（ＪＶ）代表者を対

象とする。 

ただし、表１の※１については、単体企業の実績、建設共同企業体（ＪＶ）代表者の実

績又は、建設共同企業体（ＪＶ）構成員の実績とし、※２については、単体企業、建設共

同企業体（ＪＶ）代表者又は、建設共同企業体（ＪＶ）構成員の所在地を対象とする。 

また、同種、同規模工事については、入札告示「５ 総合評価に関する事項 (4)同

種工事、同規模工事の区分」とする。 

ウ 技術要素審査の評価項目 

技術要素審査の評価項目について、以下とし、評価は提出された書類のみで行うことと

する。 

（ア）工事成績評定点平均 

過去５年度以内（※発注案件を告示する日の属する年度及び当該年度前５年度を 

いう。）に完了した市が発注した同種工事２件の工事成績評定点の平均点を評価基準

とする。 

なお、該当する工事が１件の場合は、当該１件の工事成績評定点に基づき算出した

総合評価点が２点以上の場合は、この総合評価点より２点減点し、０点の場合は、減

点無しとする。(※１評価対象企業については、単体企業の実績、建設共同企業体

（ＪＶ）代表者の実績又は、建設共同企業体（ＪＶ）構成員の実績とする。) 

（イ）企業の施工実績 

過去５年度以内に完了した、官公庁が発注した同種工事を対象とする。ただし、 

ＣＯＲＩＮＳに竣工登録していない場合は対象外とする。期間の算定は、（ア）（※）

とする。 

（ウ）官公庁からの優良業者表彰実績 

過去５年度以内に完了した、官公庁が発注した同種工事で、優良業者として表彰 

された実績とする。 

期間の算定は、（ア）（※）と同様とする。 

（エ）品質管理 

ＩＳＯ９００１の認証取得の有無を対象とする。 

（オ）配置予定技術者の施工経験等 

過去５年度以内に完了した、官公庁が発注した同種工事で、配置予定技術者が主任

（監理）技術者として施工した実績を対象とする。ただし、ＣＯＲＩＮＳに竣工登録
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していない場合は対象外とする。期間の算定は、（ア）（※）と同様とする。 

（カ）配置予定技術者の保有資格 

建設業法（昭和２４年法律第１００号）で規定する施工技士及び施工管理技士並び

に建築士法（昭和２５年法律第２０２号）で規定する建築士の一級及び二級の区分に

よって評価する。一級には、監理技術者になりうる当該工事の建設業種における技術

士法（昭和５８年法律第２５号）で規定する技術士も対象とする。二級には、主任技

術者になりうる当該工事の建設業種におけるその他の資格も対象とする。複数の資格

を持つ場合には、評価の高い資格１つについてのみ評価する。 

（キ）市内における本支店・営業所等の所在地 

ａ 市内に本店あり 

市内に本店を有し、告示日現在３年以上営業を継続している者 

ｂ 市内に支店・営業所あり 

市内に支店・営業所を有し、告示日現在３年以上営業を継続している者。ま

た、契約締結の権限を有する代理人を置いていること。 

（※２評価対象企業については、単体企業、建設共同企業体（ＪＶ）代表者又

は、建設共同企業体（ＪＶ）構成員の所在地を対象とする。） 

（ク）建設キャリアアップシステム 

入札告示日時点における建設キャリアアップシステムへの事業者登録をしている場

合に評価する。 

（ケ）市内事業者の活用 

市内単体企業、市内事業者と建設企業体（ＪＶ）または、市内業者が入札者からの直

接の下請けにより工事を行う場合を対象とする。 

市内事業者の所在地については、（キ）a又はｂのどちらか満たすものとする。 

下請け先は、本工事入札参加者でなく、かつ、本工事における特定建設工事共同企業

体の構成員でないこととする。 

（コ）災害協定等による地域貢献の実績 

本市と災害協定等を締結している者等を対象とする。実績については、過去５年 

度以内を対象とし、期間の算定は、（ア）（※）、評価対象企業は、（ア）（※１）と同様

とする。 

（サ）緊急工事等（単価契約）の契約実績 

本市発注の道路補修等の単価契約工事を契約した実績を対象とする。実績については、

過去５年度以内を対象とし、期間の算定は、（ ア ）（※）、評価対象企業は、（ ア ）（※１）

と同様とする。 

（シ）消防団活動による地域貢献実績 

消防団員の有無（本市に限らず）。過去５年度以内を対象とし、期間の算定は、

（ア）（※）、評価対象企業は、（ア）（※１）と同様とする。 

（ス）若年者の育成及び確保の状況 

経営事項審査において「若年技術職員の継続的な育成及び確保」又は「新規若年技術

職員の育成及び確保」の項目に加点されている者を対象とする。 

（セ）高齢者の雇用状況 

高齢者（６５歳以上）を１年以上雇用している状況を対象とする。 

（ソ）障がい者の雇用状況 

障がい者を１年以上雇用している状況を対象とする。 

（タ）男女共同参画の状況 
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育児・介護休暇制度、それに伴う短時間勤務制度等で、就業規則等に規定されてい

るものを対象とする。 

（チ）労働環境の状況 

ａ 建設業退職金共済制度もしくは中小企業退職金共済制度の加入状況又は退職金

一時金制度の導入状況を対象とする。 

ｂ 経営事項審査の「法定外労働災害補償制度加入の有無」の項目において評価さ

れる制度への加入を対象とする。 

ｃ 経営事項審査の「雇用保険加入の有無」「健康保険加入の有無」「厚生年金保

険加入の有無」のいずれかに「無」の評価がされた場合に減点対象とする（社会

保険の適用除外となる事業者を除く。）。 

（ツ）環境への配慮の状況 

以下の認証を取得し、現在も登録している者を対象とする。 

ａ ＩＳＯ１４００１の認証取得の有無 

ｂ エコアクション２１の認証登録の有無 

ｃ エコステージ（ステージ２以上）の認証取得の有無 

ｄ ＫＥＳ・環境マネジメントシステム・スタンダード（ステップ２以上）の認証

の有無 

 

⑵  価格要素審査の点数化の方法 

価格要素審査の点数化の方法については、以下の算定方法とする。 

価格評価点＝配点×（１－入札価格／予定価格） 

価格要素審査の配点は、１００点（総合評価点は１２５点満点）とする。 

また、点数化にあたっては、小数点第３位を四捨五入し、小数点第２位まで算定する。 

※入札価格：入札者から提出された入札価格 

※予定価格：告示文に記載されている、工事の予定価格とする。 




